
学校教育目標：心身ともに健康で、個性豊かな実践力のある子どもの育成 

 

 

 

 

 

５類感染症への移行後の新型コロナウイルス感染症への対応について 

新型コロナウイルス感染症が５類感染症へ移行されたことに伴い、「学校における新型コ

ロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル（2023．5．8～）」については、感染状況が

比較的落ち着いている「平時における感染症対策」と「感染流行時等に一時的に検討するこ

とが考えられる感染症対策」等とに区別してまとめられました。それに係る、学校における

様々な対応等について、伊勢市教育委員会作成の文書に準じて、お伝えさせていただきます。 

 

１ 平時から求められる感染症対策 

  健康観察 

    ・発熱や咽頭痛、咳等の普段と異なる症状がある場合には、無理をせず、自宅で休養してく

ださい。 

    ・児童の毎日の体温チェック、提出等は終了しました。これまでのご協力ありがとうござい 

     ました。 

  換気の確保 

    ・気候上可能な限り常時、困難な場合にはこまめに、２方向の窓を同時に開けて換気を行 

います。十分な換気が確保できない場合は、サーキュレータなど、換気のための補完的 

な措置を行います。 

  手洗い等の手指衛生 

    ・外から教室に入る時やトイレの後、給食の前後など、流水と石けんでのこまめな手洗いは、 

これからも継続していきます。 

  咳エチケットの指導 

    ・咳、くしゃみをする際、ティッシュ・ハンカチや袖、肘の内側などを使って、口や鼻をおさえ、 

他者に飛沫を飛ばさないよう指導します。 

  清掃・消毒 

    ・清掃により清潔な空間を保ちます。 

    ・清掃活動とは別に日常的な消毒作業を行うことは不要とします。 

 

２ 感染流行時等に一時的に検討することが考えられる感染症対策 

  マスクの着用 

    ・感染流行時には、一時的に教職員がマスクを着用する、又は児童に着用を促すことも考 
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えられます。（この場合にも、マスクの着用を強いることがないようにします。） 

  活動場面ごとの感染症対策 

    ・「感染リスクが比較的高い活動」＊を実施する際には、活動の場面に応じて、 

     「近距離、対面、大声での発声や会話を控える」 

     「児童間に触れ合わない程度の身体的距離を確保する」 

等の対策を講じることが考えられます。 

＊ 各教科活動（対面となるグループワーク、一斉に大きな声で話す活動、グループで行う

実験・観察・調理実習、合唱やリコーダー等の演奏、共同制作等の表現や鑑賞の活動、

組み合ったり接触したりする運動）、儀式的行事、部活動、給食、登下校等 

 

３ 感染時の出席停止期間や濃厚接触者の取り扱い 

  感染時の出席停止期間 

    ・「発症した後五日を経過し、かつ、症状が軽快した後一日を経過するまで」を基準としま 

す。  ※無症状の感染者については、検体を採取した日から五日を経過するまで 

  濃厚接触者の取り扱い 

    ・令和５年５月８日以降は、濃厚接触者としての特定は行われないため、例えば同居家族 

が感染した児童においても、本人の感染が確認されていなければ、直ちに出席停止の対 

象とはなりません。 

      ・ただし、同居のご家族が感染された場合は、その旨を学校までご連絡いただき、その後 

の登校についてご相談ください。 

 

令和６年度から使用する小学校の教科書見本の展示会が開催されます 

１ 法定展示   小学校用・中学校用・高等学校用教科書見本を展示 

【伊勢会場】  伊勢市生涯学習センターいせトピア３階ロビー    

６月１６日（金）～６月３０日(金） ９：００～２１：００  

※１９日（月）の休館日を除く１４日間。 

２ 移動展示 

小俣図書館１階     ５月３１日(水)～６月７日(水) ※６日(火)を除く。 

９：００～１９：００【最終日は１６：００まで】 

二見生涯学習センター１階 ６月８日(木)～６月１５日(木) 

９：００～２１：００【最終日は１６：００まで】 

※１１日(日)・１２日(月)を除く。 

伊勢図書館２階     ６月１６日(金)～６月２３日(金)  

９：００～１９：００【最終日は１６：００まで】 

※２１日(水)を除く。 

 


